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都市景観

八王子みなみ野駅周辺では、八王子ニュータウンの玄関口として、歩行者の快適性が確保された
ゆとりとにぎわいのある景観とともに、周辺のみどり豊かな自然環境と一体となった景観形成
を図ります。
北野駅周辺では、地域住民や多世代が交流する拠点づくりを進めながら、にぎわいと活力のある
景観形成を図ります。
丘陵地に計画的に開発された戸建住宅地では、敷地内の緑化の促進と合わせて、豊かなみどりに
包まれた落ち着きのあるまちなみの景観を保全します。
八王子南バイパスの沿道では、周辺の農地や斜面緑地との調和と眺望にも配慮した質の高い景
観づくりを進めます。

片倉城跡公園とその周辺では、緑地や湧水などの資源を活かしながら、憩いの場として魅力ある
景観形成を図ります。
小比企町のまとまりのある農地や片倉城跡公園の西側に広がる農地は、地域の特徴ある風景と
ともに重要な地域資源として保全します。

湯殿川や兵衛川は、水辺を身近に感じることができる潤い豊かな景観形成を図ります。

都市防災・防犯

国道 16 号や北野街道の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進します。
住宅市街地では、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化を促進するとともに、生活道路の拡
幅や公園などの整備により防災空間の確保を図り不燃化を進めます。
浅川では、河川整備事業を促進するとともに、堤防隣接地で家屋の新築や建替えなどを行う場合
に宅地側の地盤の嵩上げにより堤防と一体化を図ることで、洪水等に対して安全な地域づくり
を進めます。また、長沼地区を浸水対策重点地区として浸水被害対策を進めます。
市民、企業、大学と行政との協働により、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域
が主体となったコミュニティづくりや、地域での防災・防犯の担い手となる人材育成とともに、
地域の自助・互助・共助を強化するための仕組みづくり、犯罪を未然に防ぐ取組の支援など、地
域の活力向上と防災・防犯力の強化に努めます。



工業地
　北野工業団地、八王子ニュータウンの七国と兵衛の一部を工業地として位置づけ、研究開発機能
の充実や高度化を図るとともに、八王子南バイパスの広域的な交通利便性を活かして、操業環境の
維持・向上に努めます。

工業複合地
　北野工業団地の工業地周辺を工業複合地として位置づけ、周辺環境との調和に配慮しながら、工場
等の操業環境の維持・向上とともに住宅との共存に資するよう、建築物用途の適正配置に努めます。

低層住宅地
　八王子ニュータウンの一部や北野台、絹ヶ丘や長沼町の一部などを低層住宅地と位置づけ、戸建
住宅など低層住宅を主体に、周辺のみどり等と調和した良好な住環境づくりを進めるとともに、地
域特性や居住ニーズに応じた機能・サービスの導入による付加価値の創出を目指します。

中高層住宅地
　八王子ニュータウンの一部や片倉町、長沼町の一部などを中高層住宅地と位置づけ、共同住宅な
ど中高層住宅を主体に、ゆとりある住環境づくりを進めるとともに、地域特性や居住ニーズに応じ
た機能・サービスの導入による付加価値の創出を目指します。

都市型複合住宅地
　八王子南バイパスや北野街道の沿道の一部などを都市型複合住宅地として位置づけ、建築物の共
同化・不燃化等により、土地の高度利用と防災性の向上を促進し、商業・業務施設と住宅が共存す
る利便性が高く、安全で快適な住環境づくりを進めます。

一般住宅地
　北野町の一部などを一般住宅地として位置づけ、住環境の悪化を招くおそれのない他用途と共存
する良好な住環境づくりを進めます。

自然緑地・農地

土地利用

一般商業複合地：地域拠点型
　地域拠点である北野駅周辺と八王子みなみ野駅周辺を一般商業複合地として位置づけ、商業・業
務機能や日常生活の利便性向上と地域住民の都市活動や交流に資する機能集積を図ります。

一般商業複合地：幹線道路沿道型
　八3・3・73 号線の沿道の一部を一般商業複合地として位置づけ、沿道型商業を中心に業務や居
住など多様な機能の集積を図ります。

小比企町や片倉町の一部などは、まとまりのある農地や良好な自然環境として、引き続きその保
全を図ります。
国道 16 号の沿道で都市的土地利用への転換が進んでいる地区を「新たな土地利用検討エリア」
として位置づけ、産業振興や地域経済の活性化とともに、みどりの適正な管理・保全を両立する
新たな土地利用の可能性を検討します。
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地域づくり方針図 ／ 東南部地域

主要な幹線道路ネットワークの充実
八王子南バイパスの整備にあわせた交通環境の
改善による安全性や円滑な交通の確保
八3･4･14号線
八3･5･43号線
八3･3･73号線
北野街道

身近なみどりと地域の
特徴ある風景を活かした景観づくり
小比企町のまとまりある農地や
片倉城跡公園周辺の緑地や農地などの
地域資源を活かした景観形成

みどり豊かな自然環境と調和した
地域拠点づくり
八王子みなみ野駅周辺での商業・業務や
地域住民の活動、交流に資する機能強化と
ともに、みどり豊かな自然環境と調和した
地域拠点づくり

移動しやすい広域的な交通環境づくり
八王子南バイパスと八3･4･8 号線の整備による地域間、都市間連携と
防災や物流など市域を超えた広域的な都市機能の強化

大規模開発住宅地の魅力づくり
北野台や片倉台、絹ケ丘などにおける地域特性や居住ニーズに応じた
機能・サービスの導入による付加価値創出

多世代が交流する地域拠点づくり
北野駅周辺での商業・業務や地域住民の活動、
交流に資する地域拠点づくり

八王子南バイパスの上部空間の活用検討
八王子南バイパスの整備により創出される
上部空間における地域の利便機能の強化や
地域コミュニティ維持のための活用の検討

中心商業・業務複合地

市街化区域

一般商業複合地

土地利用方針
【商業・業務系土地利用】

工業地

産業・業務複合地

工業複合地

【産業系土地利用】

低層住宅地

中高層住宅地

都市型複合住宅地

一般住宅地

【住居系土地利用】

公共公益施設
市役所、大学・短大・高専、
都市施設（汚物処理場・ごみ焼却場・火葬場）
など

沿道集落地

公園・緑地

自然緑地・農地

河川

【自然系土地利用】

道路

鉄道（国土数値情報 鉄道データ）

新たな土地利用検討エリア
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現況と主要課題

東部地域の現況

東部地域は、起伏に富んだ地域の中央に大栗川が流れ、南側には整然としたまちなみの多摩
ニュータウンとそれを取り囲む丘陵地、北側には多摩丘陵とそのみどりに包まれた落ち着いた
たたずまいの住宅地で構成され、まちと自然が重なり合う地形を有しています。
東部地域は、野猿街道や多摩ニュータウン通りなどの主要な幹線道路と京王相模原線が通り、交
通利便性が高く都心や相模原方面とのつながりが強い地域です。また、様々な学術・研究領域を
有する大学が立地しています。
市街地の背景となる丘陵地には、自然環境を活かした長池公園や小山内裏公園など多くの地域
資源が存在します。また、地域北側の多摩丘陵一帯を多摩丘陵自然公園、一部を多摩丘陵北部近
郊緑地保全区域に指定して自然環境の維持・保全を図っています。
多摩ニュータウンは、南大沢駅や京王堀之内駅を中心に様々な生活機能やサービス、産業・業務
機能が集積し、周辺のみどり豊かな自然環境と調和した住宅市街地を形成しています。

6. 東部地域

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

凡例 公共用地 商業用地 住宅用地 工業用地 農林漁業 屋外利用地
未利用地等 公園等 道路・鉄道 農用地 河川等 森林・原野 その他

東部地域　R04年 10.5 5.0 24.4 0.9 4.40.2 10.8 15.8 4.8 1.3 21.8

東部地域　H29年 10.3 4.3 23.7 5.8 10.8 15.8 5.1 21.8

東部地域　H24年 10.0 4.2 22.5 8.2 10.5 15.4 5.0 21.6

東部地域　H19年 9.6 4.1 20.7 9.7 10.5 15.1 5.3 22.5

東部地域　H14年 9.0 2.9 18.7 13.4 9.8 14.9 5.4 23.5

図　東部地域の土地利用の変化
出典：東京都土地利用現況調査より作成

八王子　R04年 4.6 2.9 16.6 1.8 4.2 5.0 9.6 4.2 1.1 48.9

0.1

1.0



東部地域の主な課題

良好な住環境の形成に向けては、買い物を中心とした日常生活の利便性向上や多様な交通手段
の組み合わせによる移動しやすい環境づくりなどが課題です。
様々な学術・研究領域を有する大学が多く立地している地域特性と、丘陵地やキャンパスのみ
どりを活かして、地域住民をはじめとして多世代の交流による地域の安全・安心に資する地域
づくりと交通利便性の高さを活かした大学と企業が連携する魅力ある地域づくりが求められて
います。
都心や相模原方面とのつながりが強い地域であることからも、市の中心部や周辺地域との交流
や連携に資する市内のアクセス強化が求められています。
南陽台などの大規模に開発された住宅地では、空き家等の適正な管理・活用とともに、地域特性
や居住ニーズに応じた機能の導入など、住宅地の更なる魅力づくりが課題です。
多摩ニュータウンでは、共同住宅等の建替えやストック活用への対応など、良好な住環境づくりと
ともに、開発に伴い整備された橋梁などの都市基盤の計画的かつ効率的な維持管理が課題です。

　多摩丘陵のみどり豊かな風景、絹の道に代表される歴史と文化を守り、活かしながら、魅力ある住
環境を創造し、学術機関との交流を進めて、活力ある自立したまちづくりの持続を目指し、

を将来像として掲げます。

地域の将来像

みどり豊かな風景と、そこで育まれた歴史に触れ合える
都市の自立を先導する交流と活力のあるまち
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地域づくりの方針

交通

道路ネットワークでは、八3・4・8 号線の整備を図り、八王子ニュータウンから八王子南バイパ
スを経由して圏央道高尾山IC がある西南部地域や、日野バイパスへの接続による日野市方面と
の地域間・都市間連携の強化を図ります。

軌道系交通では、多摩都市モノレール八王子ルートの早期事業化に向けて関係機関に働きかけ
ていきます。

生活道路では、地域の実情に配慮しつつ、駅周辺の交通流動の円滑化と、交通事故危険箇所の解
消や道路照明灯の設置、時間帯による通行規制や速度低減に資する施設の導入など、通過交通の
抑制に努めるとともに、通学路をはじめとして、歩行者や自転車が安全・快適に通行できる道路
空間の確保に努めます。
公共交通では、路線バスの充実を図りながら、高齢者等の外出支援などへ対応するために、地域
が主体となって運営する地域交通の促進や、路線バスと地域交通等の乗り継ぎ利便性の向上な
ど、地域特性を考慮した多様な交通手段の最適な組み合わせによる移動しやすい環境づくりを
地域の理解と協力を得ながら進めます。

市街地整備

南大沢駅周辺では、商業・業務機能や日常生活の利便性向上と地域住民の都市活動や交流に資
する機能集積、公共施設の再編を進めて、多摩センター駅周辺とも機能連携を図りながら、周辺
のみどり豊かな自然環境と調和した地域拠点づくりを進めます。
京王堀之内駅周辺では、地域住民の買い物を中心とした日常生活の利便性向上と活動や交流に
資する生活拠点づくりを進めます。
多摩ニュータウン鑓水周辺では、地域住民の買い物を中心とした日常生活の利便性向上と活動
や交流に資する生活拠点づくりとともに、リニア中央新幹線など、将来の交通利便性の向上を活
かしたまちづくりを進めます。
多摩ニュータウン等の更新時期を迎える共同住宅では、周辺環境との調和に配慮した建替えとと
もに、地域特性や居住ニーズに応じた機能の導入など住宅地の更なる魅力づくりを促進します。

みどり

大栗川と大田川は、災害時の延焼遮断等の多面的な機能を有する水辺の軸と位置づけ、自然環境
を活かした市民が憩える親水空間として保全・活用を促進します。

長池公園、上柚木公園、小山内裏公園、大塚公園、長沼公園、平山城址公園、富士見台公園、堀之内
寺沢里山公園、蓮生寺公園は、多面的な機能を有するオープンスペース拠点として位置づけ、市
民が憩えるレクリエーションの場として整備・有効利用を促進します。また、堀之内寺沢里山公
園などは、周辺の豊かな自然環境とともに谷戸や里山の保全を促進します。

市街地の背景となる多摩丘陵一帯は、歴史的資源である絹の道とともに引き続き自然環境の維
持・保全を図ります。また、東京都立大学などのみどり豊かなキャンパスは、広大なオープンス
ペースとして保全を目指します。



都市環境

交通手段では、公共交通等の充実による利便性向上に努めて、自家用車から公共交通機関への転
換を促し、効率的なエネルギー利用を進めます。

下水道では、機能の維持・向上に向けて老朽化している下水道施設の維持管理や更新を計画的
に進めます。

都市景観

南大沢駅や京王堀之内駅周辺では、みどりの空間の保全を図るとともに、建築物の形態・規模等
への配慮や誘導を図り、周辺と調和した地域の顔にふさわしい秩序とにぎわいのある景観形成
を図ります。
多摩ニュータウンでは、計画的に整備された道路植栽や広場、公園、遊歩道などのみどりを保全
し、ゆとりと開放感のある良好な住宅地の景観を保全します。

絹の道は、八王子の歴史や豊かな自然環境を感じることができる重要な地域資源として、周辺の
谷戸の景観とともに保全します。

丘陵地にある長池公園などの公園は、市街地の背景にふさわしい、みどり豊かな景観を保全します。

都市防災・防犯

多摩ニュータウン鑓水周辺を大規模災害時の活動を支援する拠点として位置づけ、東京消防庁
第九消防方面本部消防救助機動部隊（ハイパーレスキュー）を核として、生活拠点が備えるオー
プンスペースや備蓄機能など、平常時の機能と一体となった防災機能の強化を図ります。
住宅市街地では、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化を促進するとともに、生活道路の拡
幅や公園などの整備により防災空間の確保を図り不燃化を進めます。
多摩ニュータウンでは、開発に伴い整備された橋梁などの都市基盤の計画的かつ効率的な維持
管理に努めます。
市民、企業、大学と行政との協働により、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域
が主体となったコミュニティづくりや、地域での防災・防犯の担い手となる人材育成とともに、
地域の自助・互助・共助を強化するための仕組みづくり、犯罪を未然に防ぐ取組の支援など、地
域の活力向上と防災・防犯力の強化に努めます。
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一般商業複合地：幹線道路沿道型
　多摩ニュータウン通りや野猿街道の沿道の一部などを一般商業複合地として位置づけ、沿道型商
業を中心に業務や居住など多様な機能の集積を図ります。

工業地
　南多摩尾根幹線道路沿道の一部などを工業地として位置づけ、産業、業務機能の集積を図るととも
に、工場等の操業環境の維持・向上に努めます。

産業・業務複合地
　鑓水二丁目の一部などを産業・業務複合地として位置づけ、周辺環境との調和に配慮しながら、
工場等の操業環境の維持・向上に努めます。

低層住宅地
　多摩ニュータウンの一部や南陽台などを低層住宅地と位置づけ、戸建住宅など低層住宅を主体
に、周辺のみどり等と調和した良好な住環境づくりを進めるとともに、地域特性や居住ニーズに応
じた機能・サービスの導入による付加価値の創出を目指します。

中高層住宅地
　多摩ニュータウンの一部を中高層住宅地と位置づけ、共同住宅など中高層住宅を主体に、ゆとり
ある住環境づくりを進めるとともに、地域特性や居住ニーズに応じた機能・サービスの導入による
付加価値の創出を目指します。

都市型複合住宅地
　八3・3・31 号線や野猿街道の沿道の一部などを都市型複合住宅地として位置づけ、建築物の共
同化・不燃化等により、土地の高度利用と防災性の向上を促進し、商業・業務施設と住宅が共存す
る利便性が高く、安全で快適な住環境づくりを進めます。

一般住宅地
　大塚の一部などを一般住宅地として位置づけ、住環境の悪化を招くおそれのない他用途と共存す
る良好な住環境づくりを進めます。

自然緑地・農地
　地域北側の多摩丘陵一帯の多摩丘陵自然公園や多摩丘陵北部近郊緑地保全区域とその周辺など
は、良好な自然環境として、引き続きその保全を図ります。

土地利用

一般商業複合地：地域拠点型
　地域拠点である南大沢駅周辺を一般商業複合地として位置づけ、商業・業務機能や日常生活の利
便性向上と地域住民の都市活動や交流に資する機能集積を図ります。

一般商業複合地：生活拠点型
　生活拠点である京王堀之内駅周辺と多摩ニュータウン鑓水周辺を一般商業複合地として位置づけ、
地域住民の買い物を中心とした日常生活の利便性向上と活動や交流に資する機能集積を図ります。



松が谷松が谷

由木東事務所由木東事務所

大塚・帝京大学大塚・帝京大学

中央大学・明星大学中央大学・明星大学

八3･3･30号線八3･3･30号線

八3･4･32号線八3･4･32号線

八3･3･4号線八3･3･4号線

八3･4･7号線八3･4･7号線

八3･4･6号線八3･4･6号線

八3･4･8号線八3･4･8号線

八3･4･33号線八3･4･33号線

八3･3･34号線八3･3･34号線

八3･4･3号線八3･4･3号線

八
3･
3･
35

号
線

八
3･
3･
35

号
線上柚木

公園
上柚木
公園

八3･3･31号線八3･3･31号線

堀之内寺沢
里山公園
堀之内寺沢
里山公園

大塚公園大塚公園

多摩ニュータウン通り多摩ニュータウン通り
京王堀之内京王堀之内

南大沢南大沢

長池公園長池公園

南大沢
事務所
南大沢
事務所

小山内裏公園小山内裏公園

南多摩尾根幹線道路南多摩尾根幹線道路

国道16号国道16号

野猿街道野猿街道

国道16号バイパス国道16号バイパス

長沼公園長沼公園

平山城址
公園

平山城址
公園

由木事務所由木事務所
富士見台公園富士見台公園

地域づくり方針図 ／ 東部地域

大規模開発住宅地の魅力づくり
南陽台などにおける地域特性や居住ニーズに応じた
機能・サービスの導入による付加価値創出

みどり豊かな自然環境と歴史を活かした景観づくり
市街地の背景となる多摩丘陵や絹の道など、自然環境と
歴史ある地域資源を活かした景観形成

地域拠点づくり
南大沢駅周辺での商業・業務や地域住民の活動、
交流に資する機能強化とともに、みどり豊かな
自然環境と調和した地域拠点づくり

生活拠点づくり
京王堀之内駅周辺では、地域住民の利便性向上と
活動や交流に資する機能を強化

移動しやすい広域的な
交通環境づくり
八3･4･8号線の整備による拠点間・
地域間連携と多摩ニュータウン鑓水への
アクセスルートの確保による
防災機能の強化

多摩ニュータウン鑓水周辺の広域的・
多面的機能を有する拠点づくり
・多摩ニュータウン鑓水周辺では、地域住民の利便性向上と
活動、交流に資する機能を強化
・生活拠点が備えるオープンスペースや備蓄機能など、
平常時の機能と一体となった防災機能の強化
・リニア中央新幹線新駅など将来のアクセス性向上を
活かしたまちづくり

多摩ニュータウンのゆとりある住環境づくり
更新期を迎える共同住宅の建替え促進や
日常生活における買い物などの利便性向上による
地域特性に応じた住環境づくり

中心商業・業務複合地

市街化区域

一般商業複合地

土地利用方針
【商業・業務系土地利用】

工業地

産業・業務複合地

工業複合地

【産業系土地利用】

低層住宅地

中高層住宅地

都市型複合住宅地

一般住宅地

【住居系土地利用】

公共公益施設
市役所、大学・短大・高専、
都市施設（汚物処理場・ごみ焼却場・火葬場）
など

沿道集落地

公園・緑地

自然緑地・農地

河川

【自然系土地利用】

道路

鉄道（国土数値情報 鉄道データ）

新たな土地利用検討エリア
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実現化の方策Ⅵ

1.『協創の都市づくり』に向けた主体と役割

　成熟期を迎えた本市の都市づくりにおいては、地域の魅力づくりや身近な住環境の維持・向上が
一層重要となっています。様々なライフスタイル・ライフステージへの適応や生活の質の向上、災
害時における都市機能の維持など、都市の問題が多様化・複雑化し、その解決方法もハード・ソフ
ト両面から様々に求められることから、行政に加えて市民、事業者、大学などの地域の担い手による
主体的な取組が必要となっています。
　本市の基本構想・基本計画「八王子未来デザイン２０４０」では、「八王子ビジョン２０２２」に示
す「人とひととの支えあい、つながり」と市民・行政の互いの役割と責任ある行動による「協働」を柱
とするまちづくりを継承しつつ、これを加速させる原動力として「地域自治」、「共創」を掲げていま
す。この理念のもと、市民、事業者、大学、行政など多様な主体が「協働」によって都市を「創造」する、
「協創（CollaborativeCreation）の都市づくり」を推進し、「20 年後の都市ビジョン」の実現を目指
します。

『協創の都市づくり』とは

　都市づくりにおいては、市民の価値観やニーズが多様化しており、多くの異なる意見を調整し、合
意形成を図りながら進めていくことが大切になっています。また、市民の都市づくりへの参加機運
も高まってきており、NPO 法人等の新たな担い手による取組も活発化してきています。『協創の都
市づくり』を推進するため、市民、事業者、大学、行政などの役割を掲げます。

都市づくりの主体と役割

図　都市づくりの主体と役割

市　民
地域の魅力・
個性を高める
主体的な活動

事業者
地域貢献の
意識を持った
事業活動

大　学
  地域貢献、
地域での

教育・研究活動

行　政
  都市づくり政策の推進、
協創の都市づくりへの

環境整備

協創の都市づくり
～協働によって都市を創造する～



行政の役割

　市は、「20 年後の都市ビジョン」の実現に向けた施策を積極的に推進します。そのためには、行政
内部における施策間の連携、隣接自治体や東京都との連携などに向けた体制強化を図ります。あわ
せて、市民、事業者、大学などとの連携のもと、子どもの意見を聴取する機会も確保しながら、各々の
主体的な取組への支援や参加機会の拡充に向けて地域の現況や市による施策（各種規制・誘導手法
や事業等）など、都市づくりに関する様々な情報の提供に努めます。

市民の役割

　市民や町会・自治会、NPO 法人等は、都市づくりの担い手として、主体的な取組を推進し、都市づ
くりの目標実現に向けて、地域における交流を通じてコミュニティの活性化を図りつつ、住環境の
維持・向上や地域活性化、みどり、景観など、地域の魅力・個性を高める様々な活動を展開していく
ことが望まれます。また、市が実施する施策への協力や、事業者等が実施する都市づくり活動等との
協調が期待されます。

事業者の役割

　事業者は、都市づくりの目標を共有し、事業活動が地域に密接な影響を与えることに配慮しつつ、
合意形成を図るための積極的な情報公開を進めるなど、『協創の都市づくり』活動に寄与することが
望まれます。また、地域貢献の意識を持って地域の魅力づくりに取り組むとともに、市が実施する施
策や市民等が実施する都市づくり活動等への積極的な協力が期待されます。

大学の役割

　大学等（大学・短期大学・高専等）は、地域貢献の意識を持った研究や教育活動とともに、積極的な
地域との交流や協働の取組への参画が期待されます。

中核市として独自の都市づくり
行政内部における施策間連携
自治体間連携

行政の体制強化
子どもを含めた市民参加の機会の拡充
市民の主体的な取組への支援
大学等の主体的な取組への支援

行政による環境整備



2.『協創の都市づくり』の推進手法

　市は、『協創の都市づくり』を推進するために、市民、事業者、大学、行政などのそれぞれの役割を踏
まえ、個別のまちづくり方針や「八王子市地区まちづくり推進条例」、「地域づくり推進計画」に基づ
く取組など、多様な主体が描く、小さな単位のまちづくり構想を都市計画マスタープランに随時位
置づけることとします。これにより将来予測が不確実な時代に、都市づくりの機動力と柔軟性を確
保しつつ、子どもから大人までまちにかかわるすべての人々が、主体的にまちづくりに参加できる
機会を創出します。
　ここでは、まちづくりへの参加を促すために行政が取り組む体制強化や環境整備、市民の主体的
な取組について、例示を交えて示します。

実現プロセスのイメージ

大学事業者

行政

市民

まちづくり方針

地区まちづくり計画

地域づくり推進計画

都市計画提案制度

市の分野別計画
環境・産業・防災・福祉等

都
市
計
画
の
変
更

都
市
マ
ス
の
一
部
に
位
置
づ
け

都
市
計
画
審
議
会
に
報
告

都
市
マ
ス
と
の
整
合
等
を
精
査

取組主体 方針・計画の例

個別のまちづくり方針の策定
　都市計画マスタープランにおける都市づくり方針や地域づくり方針の実現を図るため、必要に応
じてハード・ソフト両面から都市づくりの実効性を高める個別のまちづくり方針を策定します。

「八王子市地区まちづくり推進条例」の活用促進
　「八王子市地区まちづくり推進条例」では、市民の主体的な参加によるまちづくり活動を市が支援
し、市民と行政の協働による良好な住環境づくりを推進するための仕組み・手法などを規定してい
ます。まちづくりを進めていく地域住民等で構成される組織に対する支援や、地区まちづくり計画
の策定・運用に関する事項を定めており、本条例の更なる活用を促進します。

「地域づくり推進計画」等に基づく地域課題への対応
　「地域づくり推進計画」は、地域の活動団体や住民で構成する地域づくり推進会議で掲げた「将来
ビジョン」の実現に向け、取組やスケジュール等をまとめた行動計画です。
　市内各地域における「地域づくり推進計画」に基づく活動を通じて、市民主体の地域づくりを推進
し、地域課題に対応します。
　また、環境基本計画や産業イノベーションプラン、地域防災計画、地域福祉計画など分野別計画に
おいても庁内横断的に連携を図り、安心と活力を実感できるまちづくりを効果的に進めます。

都市計画提案制度への対応
　「都市計画提案制度」は、市民や事業者などが、より主体的かつ積極的に都市計画に関わっていく
ことを目的として、平成 14 年 (2002 年 ) に都市計画法に位置づけられた制度です。地域住民や事
業者が主体となって進める魅力あるまちづくりのきっかけとして、本制度の活用を促進します。
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主な都市づくり手法の例主な都市づくり手法の例

規制・誘導手法
区域区分、地域地区（用途地域の指定基準等）
地区計画、建築協定、緑化地域、緑地協定、開発許可制度、景観協定

事業手法
都市計画事業（街路事業、都市公園整備事業等）
土地区画整理事業、市街地再開発事業

市街化調整区域における地区計画

景観形成基準を活用した規制誘導（景観法）
斜面緑地保全区域（市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例）
緑地保護地区（八王子市緑化条例）
産業系土地利用の保全（大規模土地取引の事前届出制度）

市街化調整区域における特別土地利用の規制
（八王子市市街化調整区域の保全に向けた適正な土地利用に関する条例）

多様な手法の活用による都市づくりの推進
　都市の問題が多様化・複雑化する中、「20 年後の都市ビジョン」の実現を図るため、様々な規制・
誘導手法や事業制度など、多様な手法を複合的に選択・活用するとともに、中核市として独自の考
え方に基づく手法の創造も検討します。

主な地域マネジメント活動の例主な地域マネジメント活動の例

住宅地のマネジメント
地区計画や建築協定などの活用による住環境の維持・向上
景観法に基づく景観協定の導入など景観形成に向けた取組
協働による緑地・農地等の保全
地域が主体となった防災・防犯活動などの取組
住宅団地における空き家・空き地の活用

市民等による主体的な取組「地域マネジメント」
　地域の魅力や住環境を向上させるための公民連携による取組や、市民・NPO 法人・事業者などに
よる主体的な取組を、ここでは「地域マネジメント」とします。本市においても、ストック（つくった
もの）をいかに活用するかというマネジメント（維持管理・運営）の視点が重要であることから、地
域に活力を生み出し、魅力を高めて、持続的な発展を目指す、地域マネジメント活動の展開を積極的
に支援します。また、民間との協調による公共施設やインフラの整備・運営など、民間活力の活用を
図るとともに、公民が連携した地域マネジメントの取組を推進します。



住宅地における地域マネジメント（イメージ）

町会・自治会

大学

NPO法人

地域住民

事業者

活動主体

運営参画

生活支援サービス

活動内容

住環境の維持・向上
・地区計画等の活用
・景観形成
・緑地・農地の保全 等

地域防災活動
・高齢者の避難支援
・地域防災マップの作成　
・空き家、空き地の活用 等

地域の交通サービス
・自治会等によるバス　
・カーシェアリング 等

・高齢者や子育ての
  支援サービス 等

行　政

活動の助成 等

支援
協働

役割分担

商業地・工業地のマネジメント
商業地の活性化に向け、市街地整備と連動した景観形成の誘導やイベントの開催、地域プロモー
ションの展開などの取組
地域産業の振興に向け、名産品の生産等による地域ブランドづくり、コモンスペースの地域開
放、新たな起業の育成・支援、異業種間の相乗効果の創出などの取組

公民連携
民間事業者の資金や経営能力、技術的能力を活用した公共サービスの提供
・PPP、業務委託、ネーミングライツ（命名権）、広告の掲出
その他
・市民等による公共施設等の管理・運営（アドプト制度等）
・町会、自治会と大学などが連携した防災活動
・NPO 法人等と行政が連携した地域づくりを担う人材育成

地域の環境マネジメント
エネルギー管理に地域や市民が積極的に参加する仕組みの構築
コージェネレーションシステム、再生可能エネルギー等、多様なエネルギーの活用
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中心拠点の新たなにぎわいづくり
　中心市街地の新たなにぎわいや、甲州街道沿道及びその周辺地区における活気と潤いのある拠点
づくりに向けて、ハード・ソフト両面から取り組みます。

3. 重点的に取り組む施策

　「20 年後の都市ビジョン」の実現に向けて、「都市づくりの方針」の中から重点的に取り組む主な
施策について、行政をはじめとした様々な主体の取組手法の例示を交えて示します。また、現時点で
計画している主な事業をリーディングプロジェクトとして示します。

様々な主体による中心市街地再生手法の例

都市づくりの動向にあわせ、必要に応じた用途地域（用途・容積率など）の見直し
回遊性の向上に向けた歩行空間・自転車走行環境等の整備
市街地再開発事業をはじめとする都市開発諸制度等を活用した市街地更新
公的不動産を活用した都市機能（医療・福祉・商業・業務・子育て支援・教育・文化機能など）の導入
マンション低層階への商業・業務機能の誘導
空きビル等の既存ストックの活用を通じた街区の再整備
空き店舗を活用した商店街の連続性確保

都市機能の移転を促進するような事業者向けの税制等の措置
地権者等の受益者負担を通じた資金調達の仕組み
市街地更新とあわせたエネルギーの面的利用
地域のまちづくり団体等を主体としたエリアマネジメントの推進

リーディングプロジェクトA－1：
リーディングプロジェクトA－2：
リーディングプロジェクトA－3：
リーディングプロジェクトA－4：

中心市街地の総合的な再生
旭町・明神町地区のまちづくり
八王子駅南口集いの拠点（仮称）整備
西八王子駅周辺地区のまちづくり

地域拠点・生活拠点の魅力づくり
　地域拠点、生活拠点にふさわしい機能・サービスの更なる集積に向けた取組を進めます。

様々な主体による拠点整備手法の例

都市づくりの動向にあわせ、必要に応じた用途地域（用途・容積率など）の見直し
回遊性の向上に向けた歩行空間・自転車走行環境等の整備
空き店舗を有効活用した商店街の連続性確保
商業、日常的な医療機能や子育て支援機能、在宅医療・介護等を支える訪問看護・介護の機能の移
転を促進するような公的不動産の活用や、事業者向けの税制等の措置
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産業拠点の機能強化
　産業拠点では、広域的な交通結節点としての優位性を活かし、製造業や流通・物流などを中心と
した産業・業務機能の導入を強化します。
　また、市街化調整区域の中でも既に都市的土地利用が進行している幹線道路沿道などの一部で
は、機能更新などの機会を捉えて、地域特性にあった産業系土地利用への転換を誘導するため、市街
化調整区域の基本方針などの見直しに向けた検討を速やかに開始します。

様々な主体による拠点整備手法の例

土地区画整理事業等を活用した企業立地の受け皿づくり
産業・業務機能の移転を促進するような事業者向けの税制等の措置

リーディングプロジェクトC－1：
リーディングプロジェクトC－2：
リーディングプロジェクトC－3：
リーディングプロジェクトC－4：

八王子西IC周辺の産業拠点整備
加住町・宮下町地区の新たなまちづくり
広域幹線道路の整備（八3・3・74 号線（北西部幹線道路））
広域幹線道路の整備（八王子南バイパス）

リーディングプロジェクトD－1：都営団地（都営中野町アパート）の建替え事業により
新たに創出された用地の土地利用

大規模開発住宅地の魅力づくり
 　計画的に開発された郊外の大規模開発住宅地では、更新期を迎える共同住宅の建替えや、空き家・
空き地の活用とともに日常の買い物や飲食、働く場、交流、子ども・子育て支援、福祉サービスなど暮
らしを支える機能を誘導し、魅力ある住環境づくりを促進します。

様々な主体による魅力づくり手法の例

地域の将来像を検証の上、必要に応じた用途地域（用途・容積率など）の見直し
地区計画による規制内容の見直し
住宅ストックのリニューアル、建替え事業と一体となって進めるまちづくり
ライフステージの変化に合わせた転居が可能となる多様な住戸の供給誘導
高齢者の見守り、散策マップづくりなどの健康維持や生きがいづくり、介護予防ができる場所づ
くり
空き家・空き地の活用促進
中古住宅市場の整備に向けた、中古住宅の品質検査・保証制度の導入
住宅の立地誘導に向けた税制・金融による措置

リーディングプロジェクトB－1：
リーディングプロジェクトB－2：
リーディングプロジェクトB－3：

南北自由通路の整備［地域拠点（高尾）の機能強化］
北野下水処理場・清掃工場跡地の活用
八王子IC北地区の新たなまちづくり



沿道集落の地域振興及び自然環境を活かした広域観光
　沿道集落では、地域コミュニティの維持、農林業や新たな産業の担い手の定住などにより地域振
興を図るとともに、これらと連携する、豊かな自然環境を活かした観光・交流エリアの機能拡充を
目指します。

様々な主体による地域振興手法の例

市内道路ネットワークの充実による広域観光の推進
農業者の育成や遊休農地の活用支援等による農業基盤の強化
農泊や農家レストランなど、農作物の地産地消の仕組みづくり
宅配や最低限の交通手段、ICTを活用した遠隔診療などによる、日常生活に必要なサービスの確保
二地域居住を促進する住まいやテレワーク環境の確保、交流を促す機会の創出

身近な生活圏の形成
　主に駅やバス停の徒歩圏を中心に、生活に必要な施設の立地誘導を図り、歩いて暮らせる身近な
生活圏の形成を目指します。

様々な主体による生活圏形成手法の例

徒歩圏内に日常生活に必要な店舗、クリニック、金融機関（ATM 含む）などの立地誘導、事業者向
けの税制等の措置
バス網の充実と、身近な生活圏の中心となる場所や生活拠点へのモビリティハブの設置
高齢者・障害者向けの新たなサービス（宅配、ICTを活用した見守りサービスなど）の導入
自動運転やAIデマンド交通、シェアモビリティの導入

緑地等の保全と活用
　みどり豊かでゆとりある都市生活の実現に向けて、市街地におけるみどりの質の向上を目指します。

様々な主体による緑地等保全・活用手法の例

地区計画等における緑化率の導入
都市緑地法等の既存の制度を踏まえた、市独自の制度・基準等の導入
土地所有者と市民農園やガーデニング等の場を求める市民をマッチングさせる仕組み
生産緑地地区の追加指定、特定生産緑地の指定
老朽家屋の除却に対する支援や緑地等としての活用に対する支援
農産物の加工場やトイレなど、みどりの活用・保全に資する機能を導入できる仕組みづくり

リーディングプロジェクトE－1：市街化調整区域における沿道集落の活力向上
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都市基盤のマネジメント
　本市では、高度経済成長期以降の人口増加に伴い建設された公共施設やインフラ等の都市基盤が
更新時期を迎えます。予防保全や長寿命化の考え方に基づき、適切な維持管理を計画的に行うとと
もに、選択と集中の考え方に基づいた機能の集約・更新等により効率的・効果的な行政サービスの
提供を目指します。
　本市における「都市計画施設」には、交通施設（道路、鉄道、駐車場）、公共空地（公園、緑地など）、供
給・処理施設（下水道、ごみ焼却場など）をはじめ、多くの種類があります。これらに加え、本市が管
理する公共施設やインフラを総称して都市基盤とします。

　都市基盤のマネジメントを計画的かつ効率的に実施するため、施設量や維持管理・更新コストな
どのデータを把握する必要があります。そのデータに基づき、補修や更新、再配置等にあたっての優
先順位を検討するなど、すべての市民の快適な生活と、持続的な都市経営との両立を図るとともに、
限られた資産を効果的に活用するマネジメントに取り組みます。
　また、都市構造の観点からも、人口密度が高まれば効率的に行政サービスを提供できることから、
「八王子市立地適正化計画」に基づき、都市基盤の維持管理や更新、再配置、長寿命化に向けた取組を
進めます。

図　人口密度と市民１人あたりの都市基盤の維持管理・更新コストとの関係（概念図）

高密度

低コスト

高コスト

市民の負担額

市民1人あたりの
都市基盤の維持管理・更新コスト

低密度
人口密度

市民負担を超える

市民負担の範囲内



リーディングプロジェクト
　ここでは、リーディングプロジェクトを空間的に見やすく示します。

四谷四谷四谷
小田野小田野小田野小田野

八王子西 IC八王子西 IC八王子西 IC八王子西 IC八王子西 IC八王子西 IC八王子西 IC

高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC高尾山 IC

八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT八王子 JCT

八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC八王子 IC

楢原楢原楢原

高尾山 高尾山口

高尾 狭間

山田
京王
片倉

北野

長沼長沼

南大沢

京王堀之内

松が谷

大塚・
帝京大学

中央大学・
明星大学

北八王子

小宮

片倉

八王子
みなみ野

めじろ台

多摩NT鑓水

西八王子 八王子

京王八王子

リーディングプロジェクトＣ－３
広域幹線道路の整備
（八３･3･74 号線（北西部幹線道路））
目的：広域的な都市機能の強化
手法：道路整備事業

リーディングプロジェクトＥ－１
市街化調整区域における
沿道集落の活力向上
目的：地域振興
手法：都市計画手法等の活用

リーディングプロジェクトＣ－４
広域幹線道路の整備
（八王子南バイパス）
目的：広域的な都市機能の強化
手法：道路整備事業

リーディングプロジェクトＢ－１
南北自由通路の整備
目的：地域拠点（高尾）の機能強化
手法：都市計画手法等の活用

リーディングプロジェクトＢ－２
北野下水処理場・清掃工場跡地の活用
目的：産業を核とした環境学習、交流の場づくり
手法：基本構想に基づく市街地整備

リーディングプロジェクトＡ－１
中心市街地の総合的な再生
目的：防災性と回遊性向上
手法：市街地総合再生基本計画に
　　  基づく市街地再生

リーディングプロジェクトＡ－３
八王子駅南口
集いの拠点（仮称）整備
目的：新たな集いの拠点の形成
手法：公有地の活用、南口のまちづくり
　　  方針に基づく市街地整備

リーディングプロジェクトＤ－１
都営団地の建替え事業により新たに
創出された用地の土地利用
目的：大規模開発住宅地の魅力づくり
手法：公有地の活用

リーディングプロジェクトＣ－２
加住町・宮下町地区の
新たなまちづくり
目的：地域経済の活性化と地域の魅力づくり
手法：土地区画整理事業

リーディングプロジェクトＢ－３
八王子IC 北地区の新たなまちづくり
目的：地域経済の活性化と地域の魅力づくり
手法：まちづくり方針に基づく市街地整備

リーディングプロジェクトＡ－２
旭町・明神町地区のまちづくり
目的：中心市街地の再生、産業支援などの機能強化
手法：まちづくり構想に基づく市街地整備

リーディングプロジェクトＣ－１
八王子西IC 周辺の産業拠点整備
目的：産業拠点の形成
手法：土地区画整理事業

リーディングプロジェクトＡ－４
西八王子駅周辺地区のまちづくり
目的：駅前の交通基盤整備と連携した市街地再生
手法：市街地再開発事業等
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都市計画マスタープランの評価
　都市計画マスタープランを進行管理するため、都市づくりの方針、リーディングプロジェクトの
進捗、市政世論調査における都市づくりに関する評価とともに、都市計画基礎調査や統計データに
基づく土地利用、人口動態の変化など都市構造の把握に努めます。

都市計画マスタープランの見直し
　都市計画マスタープラン及び関連する施策について、適切に評価や軌道修正を行うため、Plan（計
画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（見直し）という PDCA サイクルにより、概ね 5 年ごとに点
検・評価を実施します。
　さらに社会環境が急速に変化し、各種制度改正や技術革新など新たな対応が必要となる状況にお
いては、観察（Observe）→情勢判断（Orient）→意思決定（Decide）→行動（Act）という OODA
（ウーダ）ループ思考のもと、適時適切に見直します。

PDCA サイクルによる継続的な点検・評価・見直し OODA ループ思考のもと適時適切に見直し

PLAN
計画

多面的な
市民活動

CHECK
評価

ACTION
見直し

DO
実行

ACT
行動

OBSERVE
観察

DECIDE
意思決定

ORIENT
情勢判断

A O

D O

4. 都市計画マスタープランの評価と見直し



資料編

検討体制

検討組織

事務局 ( 土地利用計画課 )

庁内検討会・幹事会
八王子市都市計画審議会

市民

パブリックコメント・地域説明会

市議会・関係行政

八王子市議会 東京都

都市計画マスタープラン改定懇談会

 八王子市 諮問

主催・公表・周知 意見 報告 助言

答申

報告
助言

都市計画マスタープラン改定懇談会（外部委員会）
　都市づくりに関連する専門分野（土地利用、交通、環境、防災、経済）における学識経験者で構成す
る懇談会を、市の検討内容に対して助言を行う第三者機関として設置しました。

庁内検討会・幹事会（市）
　本市の部長級で構成する検討会、課長級で構成する幹事会を設置して、多分野にわたる政策調整
を図りながら、改定作業を進めました。

パブリックコメント・地域説明会
　「都市計画マスタープラン（素案）」に対するパブリックコメントを令和 6 年 (2024 年 )８月に実
施しました。また、パブリックコメント期間中に地域説明会を実施しました。
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改定経過

令和4年 7月

令和5年 1月

3月

6月

7月

9月

11月

令和6年 1月

3月

４月

7月

8月
11月

都市計画審議会
・都市計画マスタープランの改定について（報告）
第一回都市計画マスタープラン改定懇談会
・改定の視点、新たな都市づくり潮流・手法
第二回都市計画マスタープラン改定懇談会
・「新たな就業ニーズに応える働く場の確保」について
・「ストックマネジメントの推進」について
第一回庁内検討会・幹事会
・改定の視点と関連施策について
第三回都市計画マスタープラン改定懇談会
・「多様なニーズに応える都市空間の魅力創出」について
・「移動しやすく、脱炭素化に貢献する交通環境づくり」について
・「災害リスクに応じた、リスク回避・軽減策の展開」について
第四回都市計画マスタープラン改定懇談会
・「都市ビジョン」、「都市づくりの方針」について
第五回都市計画マスタープラン改定懇談会
・「土地利用の方針」、「実現化方策」について
都市計画審議会
・「都市の現状」、「目指すビジョン」、「都市づくりの方針」について（報告）
第二回庁内幹事会
・「都市ビジョン」「都市づくりの方針」について
第六回都市計画マスタープラン改定懇談会
・都市計画マスタープラン（素案）の骨子について
第二回庁内検討会
・「都市ビジョン」「都市づくりの方針」について
第七回都市計画マスタープラン改定懇談会
・都市計画マスタープラン（素案）について
第三回庁内幹事会
・都市計画マスタープラン（素案）について
第三回庁内検討会
・都市計画マスタープラン（素案）について
都市計画審議会
・都市計画マスタープラン（素案）について（報告）
パブリックコメント・ 地域説明会
都市計画審議会
・都市計画マスタープランの改定について 諮問・答申

開催日 会議名および議事内容



都市計画マスタープラン改定懇談会

都市計画マスタープラン改定懇談会開催要綱 制定 令和 4 年（2022 年）10月3日

開催
第１条 平成 27 年 3 月に策定した都市づくりビジョン八王子 第 2 次八王子市都市計画マス

タープラン（以下、「都市計画マスタープラン」という。）の改定に向けて必要な事項を検
討するため、「都市計画マスタープラン改定懇談会」（以下「懇談会」という。）を開催する。

意見を求める事項
第２条 　懇談会では、以下の事項について意見聴取する。

２ 基礎調査に関する事項
３ 全体構想や地域別構想、具現化方策に関する事項
４ その他、都市計画マスタープランの改定に関して必要となる事項

参加者
第３条 　懇談会の参加者は、次のとおりとする。

２ 参加者は、学識経験者 5 名とする。
３ 懇談会への参加期間は、この要綱の施行の日から都市計画マスタープランの改定が
　 終了する日までとする。

座長及び副座長
第４条 　懇談会に会を進行する座長及び副座長を各 1 名置く。

２ 座長は、参加者の互選により定める。
３ 副座長は、座長が指名する参加者をもって充てる。
４ 副座長は、座長の職務を補佐し、座長に事故のあるときはその職務を代理する。

懇談会の運営
第５条 　懇談会の開催及びその他の運営に関わる事項は市長が定める。

２ 市長は、必要があると認めるときには、懇談会に参加者以外の者を会議に出席させる
　 ことができる。
３ 懇談会は、原則公開するものとする。ただし、会議内容が、「八王子市附属機関及び懇 
　 談会等に関する指針」第 12 各号に該当する場合は、公開しないことができる。

庶務
第 6 条 懇談会の庶務を処理するため事務局を置く。

２ 事務局は、都市計画部土地利用計画課の職員をもって構成する。

委任
第 7 条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、令和 4 年 10月3日から施行する。
この要綱は、都市計画マスタープランの改定の日をもって廃止とする。
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八王子市都市計画マスタープラン改定懇談会名簿

東京都立大学 都市環境科学研究科
建築学域吉川 徹座　長

教授

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部
社会環境工学科森本 章倫副座長

教授

中央大学 国際経営学部中村 大輔委　員 教授

東京都立大学 都市環境科学研究科
観光科学域沼田 真也

教授

工学院大学 建築学部 まちづくり学科村上 正浩

プロフィール氏名

教授



庁内検討会・幹事会

都市計画マスタープラン改定検討会設置要綱
制定令和5年4月10日
改正令和5年12月27日
改正令和6年２月５日

目的
第１条 　都市計画法第 18条の 2の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針（以下、

「都市計画マスタープラン」という。）を改定するため、八王子市都市計画マスタープラン
庁内検討会（以下、「検討会」という。）を設置する。

所掌事項
第２条 　検討会は、次に掲げる項目について協議・調整する。

（１） 都市計画マスタープランの全体構想案の作成に関すること。
（２） 都市計画マスタープランの部門別・地域別計画案の作成に関すること。
（３） 都市計画マスタープランの実現化方策案に関すること。
（４） その他、必要な事項に関すること。

検討会
第３条 　検討会は、別表１に掲げる者をもって構成する。

２ 検討会には座長及び副座長を置き、座長は都市計画部長、副座長は総合経営部長とする。
３ 座長は、会議を代表し、会務を総理する。
４ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
５ 検討会は、座長が招集する。
６ 座長は、必要に応じて、関係職員又は参考人の出席を求め、検討会に出席させること
　 ができる。

幹事会
第４条 　検討会の所掌事項を専門的に検討するため、幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって構成する。
３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は土地利用計画課長、副幹事長は経営計
　 画課をもって充てる。
４ 幹事会は、幹事長が招集する。
５ 幹事長は、会議の結果を座長に報告する。
６ 幹事長は必要に応じて、関係職員又は参考人の出席を求め、幹事会に出席させること
　 ができる。

分科会
第 5 条 　都市計画マスタープランの改定を効果的に行うため、分科会を置く。

２ 分科会のメンバーは、検討事項ごとに幹事会が決定する。
３ 分科会は、検討会及び幹事会に提出する基礎資料を検討する。
４ 分科会は、事務局が招集する。
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庶務
第 7 条 　検討会の庶務を処理するため、事務局を置く。

事務局は、都市計画部土地利用計画課職員をもって構成する。

委任
第 8 条 　この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、令和 5 年 4月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 5 年 12月27日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 6 年２月５日から施行する。

都市計画マスタープラン改定検討会名簿

座　長 都市計画部長

副座長 総合経営部長

委　員 生活安全部長

福祉部長

健康医療部長

子ども家庭部長

産業振興部長

環境部長

水循環部長

拠点整備部長

都市整備担当部長

事業推進担当部長

まちなみ整備部長

開発・建築担当部長

道路交通部長

（別表 1 検討会）



幹 事 長 都市計画部土地利用計画課長

副幹事長 総合経営部経営計画課長

委　　員 生活安全部危機管理政策担当課長

福祉部福祉政策課長

健康医療部健康医療政策課長

健康医療部保険総務課長

子ども家庭部子どものしあわせ課長

産業振興部産業振興推進課長

環境部環境政策課長

環境部環境保全課長

水循環部水環境整備課長

拠点整備部市街地活性課長

拠点整備部市街地整備課長

拠点整備部都市整備課長

拠点整備部区画整理課長

まちなみ整備部住宅政策課長

まちなみ整備部まちなみ景観課長

まちなみ整備部公園課長

まちなみ整備部開発審査課長

まちなみ整備部建築指導課長

まちなみ整備部建築確認担当課長

道路交通部路政課長

都市計画部都市総務課長

都市計画部都市計画課長

都市計画部交通企画課長

（別表 2 幹事会）
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都市計画マスタープラン改定懇談会 座長

東京都立大学 都市環境科学研究科建築学域　教授　吉川 徹

　都市計画の地方分権化にともなって、八王子市がまちづくりのために責任
をもって決めるべき重要な事項が増え、それを束ねる都市計画マスタープラ
ンの役割はさらに重くなりました。今回の改定では、とりわけ地球環境の悪
化や少子高齢化への対応が問われました。災害の激甚化や人口構造の変化を
踏まえたまちづくりについての真摯な検討の成果が詰まった計画です。これ
から緑、交通、住宅、医療福祉、防災、産業、公共施設管理といった市政の各部
門と、この計画が緊密に連携することが欠かせません。市民と市役所が持て
る資源と知恵を結集してこそ八王子市のまちづくりの未来が開かれる、その
中でこの計画が羅針盤として活きてくることを確信しています。

有識者意見

　都市計画マスタープラン改定懇談会委員の皆様から、今回の改定に込めた想いや新たな都市づく
りへの期待・提言について、コメントをいただいたので紹介します。

都市計画マスタープラン改定懇談会 副座長

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 社会環境工学科　教授　森本 章倫

　20 年後の八王子市の将来都市として「拠点・沿道ネットワーク型」都市
構造を掲げています。八王子市の魅力豊かな地域資源を多様な交通体系でつ
なぎ、持続可能なコンパクトな都市づくりを目指しています。コロナ禍を通
して生活圏整備の重要性が世界中で再認識され、歩いて楽しい街づくりがこ
れからの都市計画の潮流となっています。今後、自動運転社会の進展を見越
しながら、人中心の交通体系の構築がそのカギとなります。道路空間の再配
分を通して魅力的な歩行空間を創出しつつ、公共交通の利便性を高める工夫
が必要です。また、多様な人々がライドシェアできる施設（モビリティハブ）
も重要な施設となります。今後の新たな展開に期待しています。



都市計画マスタープラン改定懇談会 委員

中央大学 国際経営学部　教授　中村 大輔

　このたびの改定では、都市の高度な発展に向けての様々なアイデアが取り
込まれています。特に、地域の実情や特性を鑑みた都市づくりという視点の
もとで、八王子市ならではの良さを十分に引き出すための独自性に富んだ提
案がなされています。物ごとが多様化し複雑化する中、将来に向けた一つひ
とつの検討事項を、自然環境から地域経済に至る領域にまたがり多角的・複
合的に捉え、それぞれが相乗効果を生み出すしくみが今回の提言にいくつも
含まれています。本改定によって、八王子市の魅力度がさらに高まり、誰もが
豊かな心で暮らし、育ち、働き、学べる都市になることを願います。

東京都立大学 都市環境科学研究科 観光科学域　教授　沼田 真也

　人口減少社会に突入し、新しい都市の在り方を模索することが求められて
います。一方で、少子化や高齢化の深刻化による悲観的な未来が喧伝されて
おり、財政的問題を抱える多くの自治体では、社会インフラの維持や人材育
成に消極的な姿勢が見られます。多くの人々が悲観的な未来を避けられない
運命だと錯覚していますが、現在の人口推移予測は数ある予測の中の一つに
過ぎません。私たちの社会が希望と活力に満ちていれば、悲観的な予測は覆
され、明るい未来に繋げることができるはずです。八王子市は大志を持ち、市
の価値を高めるための先進的な取り組みを続けてほしいと思います。

工学院大学 建築学部 まちづくり学科　教授　村上 正浩

　第 2 次八王子市都市計画マスタープランの策定から約１０ 年。それから
今日に至るまで、都市づくりを取り巻く環境は大きく変わり、今後もさらに
加速していくことが予想されます。防災に関しては、首都直下地震への備え
はいうまでもありませんが、気候変動の影響により災害環境が大きく変化
し、これまで都市に潜在化していたリスクが顕在化してきたことから、より
一層、マルチハザードに対応した都市づくりの必要性が高まっています。し
かし、すべてのリスクを回避することは難しく、今回の改定ではマルチハ
ザードへの対応を念頭におきつつ、リスクをできるだけ低減したうえで、あ
る程度は受容するという考え方も示されています。八王子市が「世代を超え
て住み継げるまち」となるよう、期待しています。
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用語集

あ行
アドプト制度 市民等が、公園をはじめとした公共施設の維持活動を行う制度。身近

な公園等の清掃や除草などをボランティア活動として実施すること
で、地域コミュニティの形成などの効果も期待される。

か行
カーボンニュートラル 温室効果ガスの「排出量」と植林、森林管理などによる「吸収量」を均

衡させ、合計を実質的にゼロにする状態のこと。

合併処理浄化槽 トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂等の生活雑排水も一緒に処理
する浄化槽のこと。従来のし尿のみを処理する単独浄化槽に比べて、
河川等公共水域の汚濁を軽減する効果がある。

開発許可制度 都市計画法に基づく制度で、民間の宅地開発を計画的に誘導すること
で、乱開発を防止し、暮らしやすいまちづくりを図ることを目的として
いる。市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設（下水道、
緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設）の設置を
義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認め
られないが、一定の条件に当てはまるものについては許可する。

ウォーカブル 新たなまちづくりのキーワード。世界中の都市で道路空間を車中心か
ら人中心の空間へと再構築し、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げ
られる場として整える取組が進められている。

雨水浸透施設 地下水涵養対策、雨水流出を抑制するため、雨水を地中に浸透させる
浸透管（浸透トレンチ）、浸透ますなどの施設のこと。

エネルギーの面的利用 地区・街区レベルの複数の建物でエネルギーを融通しあい共同利用
すること。エネルギー利用の効率化、地区全体のエネルギー消費量削
減などの効果が期待される。

延焼遮断機能 道路、河川、鉄道など、大地震等の災害時における市街地の延焼拡大を
阻止する機能。

オープンスペース 都市における緑地（公園、運動場など）や空地など、建物等がなく子ど
もの遊び場や地域における交流の場としても使える空間のこと。

温室効果ガス 大気を構成する成分のうち、温室効果をもたらすもの。主に二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒素、フロン類がある。



観光農業 観光を取り入れた農業のこと。農産物の収穫体験や農産物直売所、農
家レストランなどが代表的な形態である。

狭あい道路 幅員 4m 未満の道で、一般の用に供されているもの。

緊急輸送道路 災害直後から、避難・救助、物資供給等の応急活動のために、緊急車両
の通行を確保すべき重要な道路。

近郊緑地保全区域 良好な自然環境を有する大規模な樹林地等を永続的に保全するため、
首都圏近郊緑地保全法に基づき、国土交通大臣が指定した区域。

区域区分 市街化区域と市街化調整区域を分けることを、「区域区分」または「線
引き」という。

グランドレベル
デザイン

グランドレベルとは、街路、公園、広場、民間空地、沿道建物の低層部
等、まちなかにおいて歩行者の目線に入る範囲を指す。居心地が良い
空間を構成する要素の一つとして、グランドレベルのデザインを整え
る重要性が高まっている。

グリーンインフラ 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境
が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域
づくりを進める取組のこと。

景観協定 景観法に基づき、景観計画区域内の一団の土地について、土地所有者
等の全員の合意により、良好な景観の形成に向けて、建築物の形態意
匠、敷地、位置、規模、用途等の基準や緑化に関する事項、屋外広告物
の基準などを定めたもの。

景観形成基準 景観法に基づき、良好な景観の形成のために、建築物または工作物の
形態意匠の制限、高さの制限、壁面位置の制限、建築物の敷地面積の最
低限度などの基準を定めたもの。

減災 自然災害等の発生を前提に、その被害を最小限に抑えるために行う事
前の取組。

旧耐震建築物 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けた旧耐震基準の建物。
旧耐震基準とは、建築物の設計において適用される地震に耐えること
のできる構造の基準で、昭和 56 年 5 月 31 日までの建築確認にお
いて適用されていた基準。なお、新耐震基準は、震度 6 強～ 7 程度の
揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。平成 7 
年の阪神淡路大震災において、「新耐震基準」の建物と比較して「旧耐
震基準」の建物の被害が大きく、旧耐震建築物の耐震化の必要性が認
識された。
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建築協定 土地所有者等の全員の合意において一定の区域（建築協定区域）を定
め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠ま
たは建築設備に関して、建築基準法の規定により基準を定めたもの。

コージェネレーション
システム

電気と熱を同時に発生させる熱電併給システム。発電機で電気をつく
るときに使う冷却水や発生する排気ガスなどの熱を、給湯や冷暖房な
どに用いる。

交通空白地域 鉄道駅から概ね 700m 以遠かつバス停留所から概ね 300m 以遠で
ある地域のこと。

国定公園 国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指
定した公園。本市では、明治の森高尾国定公園がある。

コモンスペース 地域住民による管理を前提とした共用（または共有）のスペース。住宅
地では、道路・庭などの共有地を指す。商業地・工業地等では、民有地
の一部を地域に開放し、自由に利用できるようにしたスペース等が想
定される。

さ行
災害拠点病院 東京都地域防災計画において定められた災害時における重症者の受

け入れ先であり、本市では、東京医科大学八王子医療センター、東海大
学医学部付属八王子病院が指定されている。

再生可能エネルギー 太陽光、風力、その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として
永続的に利用することができると認められるもの。

市街化区域 都市計画区域内において、すでに市街化している区域および概ね 10
年以内に優先的、計画的に市街化を図る区域のこと。（⇒都市計画区域
の項参照）

市街化調整区域 都市計画区域内において、市街化を抑制する区域。新たな開発などは
一般に禁止され、農林漁業などの一部の建物しか建てられない。これ
により、貴重な自然環境、緑地の保全を図っている。（⇒都市計画区域
の項参照）

市街地再開発事業 都市再開発法に基づき、細分化された敷地の統合、不燃化された共同
建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備などを行うことに
より、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更
新を図ることを目的とした事業。



市街地総合再生
基本計画

土地の高度利用や市街地環境の整備・改善が必要な既成市街地内に
おいて、市が策定する計画。これに沿って市街地再開発事業、優良建築
物等整備事業などの各種再開発事業、良好な個別建替え等を一体的に
取り入れて、段階的、総合的に市街地環境の整備・改善を進める。

事前復興 平時から災害が発生した際のことを想定し、被害を最小化する都市づ
くりを推進すること。

自然公園 優れた美しい自然の風景地を保護していくと共に、その中で自然に親
しみ、野外レクリエーションを楽しむことができるように自然公園法
に基づき指定された公園。

市民緑地制度 都市緑地法に基づき、土地所有者や人工地盤・建築物等の所有者と地
方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度。こ
れにより、地域の人々が利用できる公開された緑地が提供される。

斜面緑地保全区域 本市の「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」に基づき、良好
な自然環境が形成されている丘陵地のみどりについて、市と土地所有
者が一定期間協定を結び、民有地のままで保全を図っているもの。

重層的支援体制
整備事業

子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応し
きれないような “地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ” に対応
する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、
「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するもの。

受益者負担 特定の者が行政サービスを利用し受益関係が生じる場合、利用する者
と利用しない者との負担の公平を図る観点から、行政サービスの利用
により利益を受けるもの（受益者）が、その利益に見合った経費を負担
すること。

受援 大規模災害時に他の自治体等からの応援を受け入れること。

水源涵養機能 雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和すると
ともに、川の流量を安定させる機能。

ストック
（住宅ストック、
  都市基盤ストック）

既存の住宅や公共施設、道路などのインフラを指す。人口減少、少子高
齢化に伴い、空き家の活用や、公共施設の効率的な維持管理など、「いい
ものを作って、手入れして、長く使う」重要性が高まっている。

生産緑地地区 農林業との調和を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、市街化
区域内において適正に管理されている一定の基準を満たす農地等を市
が指定したもの。都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、その要
件等は生産緑地法によって定められている。（⇒地域地区の項参照）
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生物多様性 地域固有種を含む多様な動植物種と、それらによって成り立っている
生態系の豊かさやバランスが保たれている状態。

ゼロカーボンシティ 2050 年に向けて二酸化炭素排出量を実質ゼロにするために取り組
むことを表明した地方公共団体のこと。

総合危険度 東京都が地震による危険性を町丁目ごとに評価したもの。地震による
建物倒壊や延焼の危険性、災害時活動の困難さを踏まえて、5 段階の
ランク分けを行っている。

セットバック 狭あい道路の解消等を目的として、家屋の新築や増築の際に、前面道
路と土地の境界線を自身の敷地側に後退させること（⇒狭あい道路の
項参照）

た行
代表交通手段 パーソントリップ調査における、1 つのトリップ（「ある地点」から「あ

る地点」へ移動する単位）の中でいくつかの交通手段を用いている場
合の主な交通手段。（⇒パーソントリップ調査の項参照）

多極集中 都市の持続性、レジリエンス強化などの観点から、人口や経済機能等
の適度な分散を図るとともに、地域の活性化に向けて、極となる多数
の拠点への集約化を図る「分散しつつ集中する」都市構造の概念。

地域地区 用途の適正配分、都市拠点の整備、良好な景観形成等の目的に応じた
土地利用を実現するために設定する地域または地区。用途地域をはじ
め、特別用途地区、高度地区、景観地区などがある。

地域包括ケアシステム 高齢になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう
に、「予防・介護・医療・生活支援・住まい」を一体的かつ継続的に提
供する仕組み。

地球温暖化 人間の活動により二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの濃度が
増加し、地表面の温度が上昇すること。（⇒温室効果ガスの項参照）

地区計画 一定のまとまりのある地区を対象に、道路・公園等の施設計画や建築
物等に関するルールを定めるまちづくりの手法。

中核市 日本の地方公共団体のうち、法定人口が 20 万人以上であることを指定
要件とし、政令により指定を受けた市。事務権限の強化により、市民に
身近なところで行政を行うことが可能となる。



調整池 土地利用転換によって失われる保水機能を補うために、雨水を一時的
に貯める施設。河川への雨水流出量を調整し、河川の氾濫を防ぐ。

特定緊急輸送道路 緊急輸送道路のうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のあ
る道路。（⇒緊急輸送道路の項参照）

特別用途地区 地域地区のひとつで、都市計画法第 9 条に定める「用途地域内の一定
の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の
保護等の特別の目的の実現を図るため」の地区。用途地域の指定があ
るところに重ねて指定され、用途地域の指定を補完する。（⇒地域地区
の項参照）

特別緑地保全地区 豊かなみどりを未来に継承するため、都市緑地法に基づき指定する都
市における良好な自然的環境を形成している緑地。都市計画法におけ
る地域地区のひとつ。（⇒地域地区の項参照）

都市型農業 都市住民の生活に身近な農業。消費地に近いという条件を活かして、
新鮮な農産物の供給、農業体験の場、潤いのある緑地空間の提供など、
多様な役割を果たす。

都市機能 交通・輸送網、商業、福祉、医療、教育、行政サービスなど、都市におけ
る活動に必要な機能。

都市基盤 道路網、鉄道、河川・運河、上下水道、エネルギー供給施設などの生活・
産業基盤や、学校、病院、公園などの公共施設を指す。

都市計画基礎調査 都市計画区域内における人口規模、産業分類別就業人口の規模、市街
地の面積、土地利用、交通量など、現況および将来の見通しについて、
都市計画法に基づき、概ね 5 年ごとに実施する調査。

都市計画区域 都市計画法で「健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保す
るため、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要があ
る区域」として、都市計画を定める区域のこと。

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

都市計画区域マスタープランとも呼ばれ、都市計画法第 6 条の 2 で
規定され、都道府県が定める。都市計画区域について定められる都市
計画は、これに即したものでなければならない。

低未利用地 適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り
利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の
程度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用地」の総称。

中心市街地 甲州街道北側 100m に位置する道路（東側の高校敷地等を除く）、か
えで通り、子安公園通り、 国道 16 号及び八幡町境で囲まれた区域。
特に甲州街道は、国道 20 号の「明神町」交差点から「本郷横丁東」交
差点までの区間。
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都市計画施設 道路、公園などの都市施設のうち、都市計画において定められている
もの。都市計画法では、道路等の交通施設、公園等の公共空地、上下水
道等の供給処理施設、河川等の水路、学枚等の教育文化施設、医療福祉
等の施設で必要なものを都市計画で定めるとしている。

都市計画道路 都市の骨格を構成する基盤のひとつとして都市計画法に基づき、建設
計画が決定した道路。（⇒都市基盤の項参照）

土砂災害警戒区域 土砂災害等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずる
おそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために
警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。

土地区画整理事業 土地区画整理法に基づき、道路・公園等の公共施設の整備改善および
宅地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更や公共施
設の整備に関する事業。

な行
ネーミングライツ 地方公共団体と民間団体等との契約により、地方公共団体の施設等に

愛称等を付与する代わりに、当該団体からその対価等を得て、施設を
運営する手法。

ノーマライゼーション 高齢者や障害者を社会から分離するのではなく、社会の一員として、
共に生活することが正常であるとする福祉の理念。

都市計画公園 都市計画法における都市施設のひとつとして都市計画決定された公
園。その種別は街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広
域公園または特殊公園に分類できる。

は行
パーソントリップ調査 都市における人の移動に着目した調査。どのような属性の人が、どの

ような目的で、どこからどこへ、どのような交通手段で移動したかを
把握できる。

ハイパーレスキュー隊
（消防救助機動部隊）

東京消防庁に設置された消防救助機動部隊の通称。阪神・淡路大震災
を教訓に、大規模災害等に対応するため、特別な技能・能力を有する
隊員や装備で編成されている。

バスロケーション
システム

リアルタイムのバスの運行状況等について、バス停の表示板や携帯電
話、パソコン等に情報提供するシステム。



ま行
マンホールトイレ マンホールに直接簡易トイレを設置して災害時に避難所で使用する

トイレ。

ミッシングリンク 道路網において、途中で途切れている未整備区間のこと。

モータリゼーション 日常生活において自動車の利用が普及すること。

風致景観 都市における豊かなみどりと水辺など良好な自然的景観。

保安林 水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成
などのため、森林法に基づき、農林水産大臣または都道府県知事に
よって指定される森林のこと。

分散型エネルギー 比較的小規模で、かつ様々な地域に分散しているエネルギーの総称で
あり、従来の大規模・集中型エネルギーに対する相対的な概念。非常時
におけるエネルギーの安定供給や環境負荷低減等が期待されている。

や行
屋敷林 農家の屋敷内に防風や防火のために植えた樹林のこと。

谷戸 丘陵や谷あいの低地のこと。

湧水 地下水が崖や谷戸から地表に流れでたもの。

ユニバーサルデザイン 「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や性別、文化、障害の有
無などにかかわらず、誰にとっても分かりやすく使いやすいデザイン。

用途地域 都市計画法の地域地区のひとつで、地域にふさわしい建築物の用途を
誘導し、無秩序な用途の混在による環境の悪化等を防止する制度。住
居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、
第一種低層住居専用地域、商業地域、工業地域など 13 種類がある。
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ら行
ライフライン 電気、ガス、上下水道、電話、通信、物流網など、都市機能を維持し人々

が日常生活を送る上で必須の諸設備。

立地適正化計画 持続可能な都市構造への再構築に向け、都市再生特別措置法第 81 条
に基づき自治体が策定する居住、交通、都市機能に関する長期的な都
市計画の方針。

リダンダンシー 冗長性を意味し、自然災害等への備えとして、交通ネットワークやラ
イフラインが途絶えないように多重化することを指す。

緑化地域 都市緑地法に基づき、緑が不足している市街地などにおいて、一定規
模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上
の緑化を義務づける制度で、都市計画法における地域地区として指定
される。

緑化率 一定の地域や地区における、樹木、芝、草花などで緑化された面積の割合。

緑地協定 都市緑地法に基づき、土地所有者等が関係者全員の合意によって定め
る緑地の保全または緑化に関する協定。

緑地保護地区 八王子市緑化条例に基づき、八王子市と土地所有者が一定期間協定を
結び、民有地のままで保全を図る緑地。

レジリエンス 災害をはじめとする外的ショックの吸収、新たな状況への適応、自身
の変革などにより、将来の変化に備える能力。



A-Z
AI Artificial Intelligence の略。

人間の思考プロセスと同じような形で動作するコンピュータープロ
グラムや、コンピューター上で知的判断を下せるシステム等を指す。

DID（人口集中地区） Densely Inhabited District の略。
国勢調査の基本単位区等について、次の 2 つの要件を満たす地域。
①原則として、人口密度が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以上
の基本単位区等が互いに隣接していること。②それらの隣接した基本
単位区等の合計人口が 5,000 人以上であること。

ICT Information and Communication Technology の略。
コンピューターやインターネットに関連する情報通信技術の総称。

IoT Internet of Things の略。
住宅、車、家電製品など従来インターネットに接続されていなかった
様々なものが、インターネットを通じて相互に情報交換する仕組み。

NPO Non-Profit Organization の略。
まちづくりや環境、福祉などの社会的活動を継続的、自発的に行う、営
利を目的としない団体。

PFI Private Finance Initiative の略。
公共施設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力および
技術的能力を活用して行う手法。

well-being 身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

MaaS Mobility as a Service の略。
複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検
索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。観光や医療等の目的
地における交通以外のサービス等との連携による移動の利便性向上
が期待されている。

NbS Nature-based Solution の略。
社会問題の解決に自然を活用して、人の幸福と生物多様性の保全の両
方に貢献する取組。国際自然保護連合の定義では、「社会課題に効果的
かつ順応的に対処し、人間の幸福及び生物多様性による恩恵を同時に
もたらす、自然の、そして、人為的に改変された生態系の保護、持続可
能な管理、回復のための行動」とされている。

DX Digital Transformation の略。
様々なデータとデジタル技術を活用して、業務そのものや、製品、サー
ビス、組織の文化、風土などを変革し、競争上の優位性を確立すること。
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